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提案理由
 生殖・周産期医療の中で、特に当事者男女の間だけではない生殖補助医療、着床
前・出生前遺伝学的検査などは、その運用・管理について一学会のプロフェッ
ショナルオートノミーの範疇を大きく超える。

 今後多くの問題点の発生が予想され、適切な管理を行っていく必要がある。
 少子化の日本においては本件は国民全体の問題である。
 多方面の方の参加による審議の上での方向性の見極め・継続的な見直し、決定事
項に関する管理運営を行う公的機関が必要である。
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年別 出生児数
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2019年には14人に1人が体外受精胚移植で誕生
その中の90%近くが凍結受精胚の移植で誕生

日本産科婦人科学会 ARTデータブック

• 少子化の現状
• ART 医療の必要性は今後ますます
増加。

• 保険適用により医療施設の管理整
備、統計データの管理も重要。

• 生まれてきた児の調査研究などの
推進の必要性。
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日経新聞（社説）生殖医療の倫理課題直視を
2022/2/6
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どのような対象・法律・指針があるか？
• 人体実験、臨床試験（臨床研究法、人を対象とする生命科学・医学系研究に関す

る倫理指針）

• 脳死・臓器移植（臓器移植法）

• 終末期医療（がん対策基本計画）

• 安楽死、尊厳死
• 人工妊娠中絶（母体保護法）

• 生殖医療（生殖補助医療法）

• 出生前診断、着床前検査、遺伝医学
• 遺伝子操作（ https://www.lifescience.mext.go.jp/bioethics/seimeikagaku_igaku.html）など

埼玉医科大学産科婦人科学 石原理教授より借用・改変

生命倫理
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提案内容
① 生命倫理に係わる生殖・周産期医療について方向性を議論する委員会
② ①の委員会での方向性に基づいて実務を行う委員会

日本において公的機関が生命倫理に係わる生殖・周産期医療を管理運営するに際しての
問題点
• 本邦では、ノーマライゼーションの理念、母体保護法の規定と人工妊娠中絶の現実との乖離が認められる。
• 国が直接に規則（法）を策定することが困難である（着床前・出生前遺伝学的検査などについて）。

解決策
生殖・周産期医療の目指すものは、母と子の安全を支援し、子の誕生を成し遂げ、生まれてきた子供を安寧に
育む社会の実現であることから、こども家庭庁の中あるいは外殻団体、あるいは医療機能評価機構、専門医機
構のような形で設置するべきであると考えられる。
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2021/10

継続的に管理運営機関がないとどうなるのか？

商業主義？？
ビジネス？？
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8
3回総会配布資料

3年2月9日国立国会図書館調査及び立法考査局資料1

先進国ではARTに関しての公的管理運営機関を設置
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1. 第 3 者を介する生殖補助医療（精子、卵子、子宮）の検討・管理

2. 出自を知る権利（生物学的な親、育ての親）についての検討

3. 死後生殖（凍結精子・卵子・受精卵（胚）、卵巣組織等）についての検討

4. 性同一性障害カップルにおいて生まれた子供についての検討

5. がん・生殖医療（精子、卵子、受精卵（胚）、卵巣組織等の長期保管・管理、代理懐胎）管理

6. ART 登録事業（施設・症例）管理

7. ヒト精子、卵子、受精卵を扱う胚培養士は一般社団法人日本卵子学会又は一般社団法人日本臨床エンブリオロジ

ストの会が個別に認定（日本産科婦人科学会の見解に従う義務はない）管理

8. 日本の家族観、多様な家族の形態（従来の概念に当てはまらない、新しい家族の形態）検討

9. 国民の生殖医療、遺伝医療に関しての Literacy を上げていくための教育 検討

10. 産まれてくる子供の福祉、人権 検討

11.これからさらなる発展が予想される遺伝学的検査に関しての運用・管理

日本産科婦人科学会の運営管理として限界を越えている事項（臨床医学会の限界）
出典；生命倫理に係わる生殖・周産期医療を管理・運営する公的機関の設置に関する提案書
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生殖補助医療施設認定・施設実地審査・症例登録データベース（諸外国）

諸外国；政府が法にも基づいて生殖補助医療実施医療機関を指定
施設認定審査業務を医療と登録制の質の向上に活用している

台湾；生殖補助医療実施医療機関は3年に一度、書面審査に加え3名の審
査委員（専門家）による1時間の実地審査を受ける。審査項目には人員や
設備に加え、当局が無作為抽出した20症例の報告内容とカルテの突合審
査も含まれる

オーストラリア、英国；実地審査を伴う認定審査
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生殖補助医療施設認定・施設実地審査・症例登録データベース（本邦）
生殖補助医療施設認定；日本産科婦人科学会
生殖補助医療症例登録データベース；日本産科婦人科学会
実地審査（施設の質の担保）；助成金認定施設の査察として地方自治体
配偶子・胚凍結の管理（保管の記録）；各医療機関
胚培養士資格；日本卵子学会・エンブリオロジー学会 学会認定資格
配偶子・胚の管理に係る研修；日本卵子学会・エンブリオロジー学会

これまでの『不妊に悩む方への特定治療支援事業ART助成事業』は受診
等証明書にUMIN個別登録に関する記載欄が設けられ、生殖補助医療症例
登録データベースの登録率向上に多大に貢献してきた
生殖補助医療の保険適用に際してこれまでの生殖補助医
療症例登録データベースが崩壊の危機にある 11



生殖補助医療施設認定・施設実地審査・症例登録データベースの方向性

『がん登録等の推進に関する法律 平成25年12月13日法律第111号』により、厚生労働大臣（国立がん研究
センター）が全国がん登録データベースを整備

がん登録

がんの状況を高い精度で把握することができるようになった

子どもを産み、育てる取り組み・政策を社会の真ん中に
据えて、健やかな成長を社会全体で後押し

『生殖補助医療登録等の推進に関する法律（仮称）』により、ART 登録事業（施設・症例）、がん・生殖医
療（精子、卵子、受精卵（胚）、卵巣組織等の長期保管・管理、代理懐胎）、第3者を介する生殖補助医療の
管理、胚培養士資格（国家資格）

生殖補助医療登録
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参考資料

13



年別 治療周期数
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ART治療周期数 2019
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総治療周期数 458,101

移植周期数 253,593

妊娠周期数 83,702

生産周期数 58,986
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ART妊娠率・生産率・流産率 2019
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